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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である 

緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長、 

償還免除の取扱いについて 

 

 

緊急小口資金、総合支援資金（初回貸付、再貸付）の特例貸付については、令和３年

３月末日までとしていた申請の受付期間について、令和３年６月末日まで延長します。 

なお、総合支援資金の延長貸付については、令和３年３月末日までに総合支援資金

の初回貸付を申請した世帯をもって終了（※１）します。 

 

また、総合支援資金の償還免除要件について、 

①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和３年度または４年度のいずれかが住民

税非課税（※２）である場合、 

②延長貸付分は令和５年度が住民税非課税（※２）である場合、 

③再貸付分は令和６年度が住民税非課税（※２）である場合、 

それぞれ一括して償還免除を行うこととします。 

 

（※１）令和 3 年 4 月以降に新規に申請された場合には、緊急小口資金と総合支援資

金（初回貸付）合わせて最大 80 万円まで貸付を受けることができます。 

（※２）住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主とします。 
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個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施

本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要と
する低所得世帯

等

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
学校等の休業、個人事業主等（※１）の
特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

据置期間 2月以内 1年以内（※２）

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の
減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困難
となっている世帯

貸付上限

（二人以上）月20万円×３月以
内＝60万円以内

（単身）月15万円×３月以内
＝45万円以内

同左

（再貸付あり（注２））

据置期間 6月以内 1年以内（※２）

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

【緊急小口資金】（一時的な資金が必要な方［主に休業された方］） 【総合支援資金（生活支援費）】（生活の立て直しが必要な方［主に失業された方等］）

※１ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
※２ 令和４年３月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和４
年３月末まで延長。

第３次補正予算：４，１９９億円
（予算措置額合計：１兆１，７９３億円）

令和元年度予備費交付額 267億円
令和２年度第１次補正予算額 359億円
令和２年度第２次補正予算額 2,048億円
令和２年度予備費（8/7）措置額 1,777億円
令和２年度予備費（9/15）措置額 3,142億円

注１ 総合支援資金（生活支援費）については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。

注２ 令和３年3月末までに申請した特例措置においては、貸付３月目においても日常生活の
維持が困難な場合、更に３月以内（６０万円以内）追加で貸付を行うことができる（延長貸
付）。また、令和３年６月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了し
た世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付（３月以内 ６０
万円以内）を実施する。

特例措置の新規申請受付期限を令和3年3月末から令和3年6月末へ延長。
（総合支援資金の延長貸付については、令和3年3月末までに初回貸付
を申請した世帯をもって終了する。）

償還免除について

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
・ 緊急小口資金 ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（初回貸付分） ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（延長貸付分） ： 令和５年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（再貸付分） ： 令和６年度の住民税非課税

資金種類ごとに
判定し、一括免除

住民税非課税を確認する対象は、
借受人及び世帯主。
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